
議案第３０号 

 

北名古屋市暴力団排除条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条

例の制定について 

 

北名古屋市暴力団排除条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を

別紙のとおり定めるものとする。 

 

平成２３年６月１日提出 

 

北名古屋市長 長 瀬  保 

 

 

提案理由 

 

この案を提出するのは、北名古屋市暴力団排除条例の施行に伴い、関係

条例の一部を改めるため必要があるからである。 



北名古屋市暴力団排除条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条

例 

 

（北名古屋市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部改正）  

第１条 北名古屋市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例（平成１

８年北名古屋市条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

  第５条を次のように改める。 

  （使用の制限） 

 第５条 市長は、施設を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに

該当するときは、その使用を許可しない。 

⑴ 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。 

⑵ 暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になる

と認めるとき。 

⑶ 施設の管理上支障があると認めるとき。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。 

（北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２条 北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例（平成１８年北名

古屋市条例第７２号）の一部を次のように改正する。 

  第５条中第６号を第７号とし、第２号から第５号までを１号ずつ繰り

下げ、第１号の次に次の１号を加える。 

  ⑵ 暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になる

と認めるとき。 

 （北名古屋市文化会館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第３条 北名古屋市文化会館の設置及び管理に関する条例（平成１８年北

名古屋市条例第７４号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第３号中「前２号」を「前３号」に改め、同号を同条第４号と

し、同条中第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

  ⑵ 暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になる

と認めるとき。 

 （北名古屋市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 



第４条 北名古屋市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例（平成１８

年北名古屋市条例第７５号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第４号中「前３号」を「前各号」に改め、同号を同条第５号と

し、同条中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次

の１号を加える。 

  ⑵ 暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になる

と認めるとき。 

 （北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第５条 北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例（平成１８年北名

古屋市条例第７９号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第４号中「前３号」を「前各号」に改め、同号を同条第５号と

し、同条中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次

の１号を加える。 

  ⑵ 暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になる

と認めるとき。 

 （北名古屋市グラウンドの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第６条 北名古屋市グラウンドの設置及び管理に関する条例（平成１８年

北名古屋市条例第８１号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第４号中「前３号」を「前各号」に改め、同号を同条第５号と

し、同条中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次

の１号を加える。 

  ⑵ 暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になる

と認めるとき。 

 （北名古屋市ソフトボール球場の設置及び管理に関する条例の一部改

正） 

第７条 北名古屋市ソフトボール球場の設置及び管理に関する条例（平成

１８年北名古屋市条例第８２号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第４号中「前３号」を「前各号」に改め、同号を同条第５号と

し、同条中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次

の１号を加える。 



  ⑵ 暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になる

と認めるとき。 

 （北名古屋市文化の森物語の広場の設置及び管理に関する条例の一部改

正） 

第８条 北名古屋市文化の森物語の広場の設置及び管理に関する条例（平

成１８年北名古屋市条例第８４号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第４項中「及ぼさないと認めるときに限り」を「及ぼさず、か

つ、暴力団の利益にならないと認めるときに限り」に改める。 

 （北名古屋市運動広場等の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第９条 北名古屋市運動広場等の設置及び管理に関する条例（平成１８年

北名古屋市条例第８５号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第４号中「前３号」を「前各号」に改め、同号を同条第５号と

し、同条中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次

の１号を加える。 

  ⑵ 暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になる

と認めるとき。 

 （北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１０条 北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例（平成１８

年北名古屋市条例第８６号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「制限し、又は利用を許可しないことができる」を「許可し

ない」に改め、同条第４号中「前３号」を「前各号」に改め、同号を同

条第５号とし、同条中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１

号の次に次の１号を加える。 

  ⑵ 暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になる

と認めるとき。 

 （北名古屋市ふれあい施設の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１１条 北名古屋市ふれあい施設の設置及び管理に関する条例（平成１

８年北名古屋市条例第９２号）の一部を次のように改正する。 

  第８条中「制限し、又は利用を許可しないことができる」を「許可し

ない」に改め、同条第４号中「前３号」を「前各号」に改め、同号を同



条第５号とし、同条中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１

号の次に次の１号を加える。 

  ⑵ 暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になる

と認めるとき。 

 （北名古屋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改

正） 

第１２条 北名古屋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例（平

成１８年北名古屋市条例第９３号）の一部を次のように改正する。 

  第９条中「許可しないことができる」を「許可しない」に改め、同条

中第７号を第８号とし、第２号から第６号までを１号ずつ繰り下げ、第

１号の次に次の１号を加える。 

  ⑵ 暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になる

と認めるとき。 

 （北名古屋市陽だまりハウスの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１３条 北名古屋市陽だまりハウスの設置及び管理に関する条例（平成

１８年北名古屋市条例第９４号）の一部を次のように改正する。 

  第７条中「制限し、又は利用を許可しないことができる」を「許可し

ない」に改め、同条中第５号を第６号とし、第２号から第４号までを１

号ずつ繰り下げ、第１号の次に次の１号を加える。 

  ⑵ 暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になる

と認めるとき。 

 （北名古屋市都市公園条例の一部改正） 

第１４条 北名古屋市都市公園条例（平成１８年北名古屋市条例第１３３

号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第４項中「及ぼさないと認める場合に限り」を「及ぼさず、か

つ、暴力団の利益にならないと認める場合に限り」に改める。 

（北名古屋市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一

部改正） 

第１５条 北名古屋市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条

例（平成１８年北名古屋市条例第１４４号）の一部を次のように改正す



る。 

  第３条第３項中「認めた場合」を「認める場合又は暴力団の活動に利

用されることにより当該暴力団の利益になると認める場合は」に、「許

可しないことができる」を「許可しない」に改める。 

附 則 

この条例は、平成２３年７月１日から施行する。 


